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１  指定医療機関に対する指導  

（１）目的  

    指定医療機関に対する指導は、被保護者に対する援助の充実と自立

助長に資するため、法による医療給付が適正に行われるよう制度の趣

旨、医療扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的とする。 

 

（２）指導の形態  

    指導の形態は、一般指導と個別指導の２種類とする。  

  ア一般指導  

    一般指導は、生活保護法並びにこれに基づく命令、告示及び通知に

定める事項について、周知徹底を図り緊密な連携によって医療扶助の

適正な運営・円滑な推進を図るため、次の方法により行う。  

 

  （ア）県本庁  

    ａ  県医師会等と定期的に医療扶助連絡会を開催する。  

ｂ  必要に応じ、県医師会等と連携し、医療扶助講習会等集合指導  

（詳細は別途定める。）を行う。  

 

  （イ）福祉事務所  

    ａ  管内の実情に応じて、適宜医療扶助連絡会を開催する。  

    ｂ  新規指定医療機関及び指定更新を行った医療機関に対しては、

通知書交付時に「指定医療機関等の手引き」を送付し、制度等

の周知を行う。  

 

  イ個別指導  

個別指導は、指導の対象となる指定医療機関等において個別に面接

懇談方式により行う。  

 

  （ア）指導対象指定医療機関の選定基準  

次に掲げる事項について、個別に内容審査をした上で、指定医療機

関を選定することとする。  

 

     



ａ  社会保険診療報報酬支払基金、実施機関、被保護者等から診療

内容又は診療報酬の請求その他医療扶助の実施に関する情報の

提供があり、個別指導が必要と認められた指定医療機関  

ｂ  個別指導の結果、再度個別指導を行うことが必要と認められた

指定医療機関又は個別指導において改善を求めたにもかかわら

ず、改善が認められない指定医療機関  

    ｃ  検査の結果、一定期間後に個別指導が必要と認められた指定医

療機関  

    ｄ  社会保険診療報酬支払基金から提供される被保護者に係る診療

報酬請求データ又は電子レセプトの分析結果等を活用して得ら

れる指定医療機関の特徴を総合的に勘案し、個別に内容審査を

した上で個別指導が必要と認められる指定医療機関  

     ・請求全体に占める被保護者に関する請求割合が高い指定医療機

関  

     ・被保護者以外と比較して被保護者の診療報酬明細書の１件あた

りの平均点数が高い指定医療機関  

    ｅ  その他、特に個別指導が必要と認められる以下に該当する指定

医療機関  

     ・診療内容又は診療報酬請求に問題が認められる指定医療機関  

     ・１ヶ月あたりの被保護者の診療報酬請求の件数が多い指定医療

機関  

     ・入院外平均点数１０，０００点以上の指定医療機関  

     ・入院平均点数１００，０００点以上の指定医療機関  

     ・被保護者の病状調査に非協力的な指定医療機関  

     ・過誤請求や医療券等に基づかない請求が多い指定医療機関  

     ・頻回受診者が多い指定医療機関  

     ・長期入院、長期外来患者が比較的多い指定医療機関  

     ・医療要否意見書等の医療扶助事務関係書類の提出が遅い、又は

記載内容に問題がある指定医療機関  

     ・入院患者から、制度で認められていない個人負担金を徴収して

いる指定医療機関  

     ・社会的入院と判断できる患者が多い指定医療機関  

     ・制度に理解を示さず、行政の要請に応じない指定医療機関  

・長期間又は開設以来個別指導を実施していない指定医療機関  

     ・上記のほか福祉事務所長が必要と認めた指定医療機関  

 

  （イ）指導対象候補指定医療機関の選定  

     ａ  福祉事務所長は、（ア）の選定基準により、嘱託医の意見を参

考として、管内指定医療機関の中から３箇所程度を選定し、「別

紙様式１」により県本庁へ報告する。  

      報告期限については、別途通知する。  

 

    ｂ  県本庁は、診療報酬明細書の知事審査結果等から指導を必要と

する指定医療機関を選定することができるものとする。  

 



  （ウ）指導対象指定医療機関の決定  

      前記（イ）により選定された指定医療機関の中から決定する。

なお、必要があるときは、県医師会等に意見を求めることができ

る。        

 

  （エ）指導の方法  

ａ  被保護者の医療給付に関する事務、診療状況等について、診療  

録その他の帳簿書類等を閲覧するとともに、関係者から説明を求

め、懇談指導を行う。なお、個別指導を行う前に、被保護者から

受療状況等の聴取が必要と考えられるときは、福祉事務所の協力

を得ながら速やかに聴取を行い、その結果を基に当該指定医療機

関の指導を行う。  

    ｂ  実地指導を原則とする。  

    ｃ  精神科病院指導については、精神疾患入院患者実態把握個別検  

討を行う。  

 

  （オ）主眼事項及び着眼点  

主  眼  事  

項  
着    眼    点  

医療 扶助

受給 者に

対す る 援

助の充実  

１  医療扶助に対する理解の状況  

（１）生活保護制度の趣旨及び医療扶助に関する事務取扱いが  

十分理解されているか。  

（２）診療報酬の請求は適切に行われているか。  

（３）障害者自立支援法等他法の取扱いについて配慮されてい  

るか。  

   特に自立支援医療（精神通院医療  法第５８条）適用に

ついて理解されているか。また、長期入院患者等に対する

精神障害者保健福祉手帳の取得等について配慮されている

か。  

 

２  医療扶助受給者に対する適切な処遇確保の状況  

（１）福祉事務所との協力は、円滑に行われているか。  

（２）医師、看護師等医療従事者は、適正な人数を確保されて  

いるか。  

（３）診療録の記載及び保存は、適切に行われているか。  

（４）診療内容からみて、医療要否意見書は適切に記載されて  

いるか。  

（５）長期入院、長期外来患者に対する療養指導は適切に行わ

れているか。  

（６）入院患者日用品費等の取扱いは、適切に行われているか。 

   特に、精神科病院に対しては、本来病院において用意し

負担すべき内容の経費について入院患者日用品費から支出

するようなことをしていないか。  

   また、原則として個人ごとに口座を設けて管理し、その

収支状況についても個人ごとに整理把握されているか。  



  

   （カ）指導班の編成  

    ａ  県本庁の職員及び嘱託医  

    ｂ  福祉事務所の関係職員及び嘱託医（立会い）  

    ｃ  県医師会、県歯科医師会及び郡市医師会（協力）  

 

  （キ）実施通知  

県本庁は、指導対象となる指定医療機関等に対して、個別指導の目

的、日時、場所、出席者、準備すべき書類を指導日の２か月前を目

途に通知する。  

 

（ク）指導後の措置等  

    ａ  再指導  

      個別指導において、適正を欠く取扱いが疑われ、再度指導を行わ

なければ改善の要否が判断できない場合には、当該指定医療機関に

対して再指導を行うこととする。なお、被保護者からの受療状況等

の聴取が必要と考えらえるときは、福祉事務所の協力を得ながら速

やかに聴取を行い、その結果を基に指定医療機関の再指導を行うこ

ととする。  

    ｂ  要検査  

      個別指導の結果、下記２（２）に定める検査対象の選定項目に該

当すると判断した場合には、後日、速やかに検査を行うこととする。 

      なお、指導中に診療内容又は診療報酬請求について、明らかに不

正又は著しい不当を確認した場合には、個別指導を中止し、直ちに

検査を行うことができるものとする。  

    ｃ  指導結果の通知等  

          指導の結果については、対象指定医療機関、関係福祉事務所、県

医師会等に対し、文書で（県医師会等には集計結果を )通知する。 

    なお、指導結果を通知する際に、改善報告書及び返還同意書等

必要な書類を併せて送付することとする。  

    ｄ  改善報告書等の提出  

関係福祉事務所長は、指導事項に留意し、その改善に努めるもの

とする。なお、事務処理等が著しく適切を欠く場合（診療報酬の

返還措置等）は文書で改善報告を求めることとする。  

    e その他  

      県医師会等には、改善協力を依頼する。  

   

  （ケ）事前準備  

    ａ   福祉事務所は（ウ）により決定された指定医療機関に係る下記

資料を整備し、別途通知期日までに県本庁へ提出する。  

      (ａ )問題ケース一覧（別紙様式２）  

       (ｂ )選定時直近３箇月分の診療報酬明細書、医療要否意見書及び

傷病届の写し（患者ごとにまとめる。）  

(ｃ )精神疾患関係については、被保護精神障害者入院患者個別検  

討票（一次検討）  



    ｂ   県本庁は診療報酬明細書の知事審査決定医療費の状況、精神科

病院月報及び過去の指導状況等必要な資料を作成し、ａにより福

祉事務所から提出された資料とともに検討し、対象指定医療機関

の個別的内容を明確にする。  

 

２  指定医療機関に対する検査  

 

（１）目的  

    指定医療機関に対する検査は、被保護者に係る診療内容及び診療報

酬の請求の適否を調査して診療方針を徹底させ、もって医療扶助の適

正な実施を図ることを目的とする。  

 

（２）検査対象の選定  

   検査は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。  

  ア  度重なる個別指導によっても診療内容又は診療報酬の請求に改善が

見られない場合  

  イ  個別指導を正当な理由なく拒否する場合  

  ウ  診療内容又は診療報酬の請求に不正又は著しい不当があると疑うに

足りる理由がある場合  

 

（３）検査の方法  

    被保護者にかかる診療内容及び診療報酬請求の適否その他医療扶助

の実施に関して、診療報酬明細書（調剤報酬明細書を含む）と診療録

（調剤録を含む。）その他の帳簿書類の照合、設備等の調査により実

地に行い、必要に応じ被保護者についての調査も併せて行う。  

 

（４）実施時期  

    実施日等については、対象医療機関、福祉事務所及び県医師会等に

文書で通知する。  

 

（５）検査班の編成  

    原則として次の編成とし、法第８４条の４第１項に該当すると認め

られる場合には、厚生労働省と共同で行うことを検討する。  

  ア  県本庁の職員及び嘱託医  

  イ  福祉事務所の関係職員及び嘱託医（立会い）  

  ウ  県医師会等及び郡市医師会（協力）  

 

（６）検査後の措置等  

  ア  検査結果の通知及び報告書の提出  

  （ア）検査の結果は、後日、文書によってその通知を行う。  

  （イ）検査を受けた指定医療機関に対して、改善を要すると認められた

通知事項については、文書により報告を求める。（指定の取消しを

行う指定医療機関を除く）  

  



 

  イ  行政上の措置  

     不正又は不当が認められる場合は、事案の軽重に従い、指定取消、

戒告、注意の行政措置を行う。ただし、指定の取消しの処分に該当

する医療機関の機能、事案の内容等を総合的に勘案し、医療扶助の

ための医療の確保を図るため特に必要と認められる場合は、期間を

定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止を行うことができる

ものとする。  

 

ウ  聴聞等  

     指定の取消又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力

停止の処分に該当すると認められる場合には、検査後、指定の取消

等の処分予定者に対して、行政手続法（平成５年法律第８８号）の

規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。  

     なお、聴聞の実施に当たっては、熊本県聴聞及び弁明の機会の付

与に関する規則（平成６年１０月１日規則第４５号）に従って行う

ものとする。  

 

エ  経済上の措置  

  （ア）知事は、検査の結果、診療及び診療報酬の請求に関し不正又は不

当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、速やか

に支払基金等に連絡し、当該指定医療機関に支払う予定の診療報酬

額からこれを控除する等の措置を行う。  

     ただし、当該指定医療機関に翌月以降において控除すべき診療報

酬がない場合は、これを保護の実施機関に直接返還させる等の措置

を行う。  

 

  （イ）指定の取消しの処分を行った場合、又は期間を定めてその指定の

全部若しくは一部の効力停止の処分を行った場合には、原則として、 

    法第７８条第２項の規定により返還額に１００分の４０を乗じて得

た額も保護の実施機関に支払わせるよう措置を行う。  

 

（７）厚生労働大臣への通知  

   知事は、指定医療機関について指定の取消しの処分を行った場合、又  

は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力停止の処分を行った  

場合において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８０条各号の  

いずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、法第８３条の２  

に基づき厚生労働大臣に対し、その事実を通知する。  

 

  



福祉事務所名

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

3ヶ月間の
延べ件数

平均
件数

（／月）

3ヶ月間の
合計金額
（食費を除
く）

平均金額
（／件）

3ヶ月間の
延べ件数

平均
件数

（／月）

3ヶ月間の
合計金額

平均金額
（／件）

3ヶ月間の
合計日数

平均日数
（／件）

①／3 ③／① ⑤／3 ⑦／⑤ ⑨／⑤

1 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

3 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

※１　　実施要領１-(２)-イ-(ア)　a から ｎ のうち該当するものを記載してください。

（ア）指導対象指定医療機関の選定基準

　　　　ａ　診療に特異傾向があるもの 　　　　ｈ　入院平均点数　　１００，０００点以上のもの

　　　　ｂ　診療の請求内容及び取扱いに問題があるもの 　　　　ｉ　医療要否意見書の傷病名が未整理、主治医意見が不十分のもの

　　　　ｃ　改善指示の確認、継続指導を必要とするもの 　　　　ｊ　医療要否意見書の提出が遅いもの

　　　　ｄ　患者の処遇に問題があるもの 　　　　ｋ　入院外実日数が平均１５日以上のもの

　　　　ｅ　長期入院、長期外来患者が比較的多いもの 　　　　ｌ　その他医療扶助運営上問題があるもの

　　　　ｆ　委託患者が多いもの 　　　　ｍ　長期間又は開設以来個別指導を実施していない指定医療機関

　　　　ｇ　入院外平均点数　　１０，０００点以上のもの 　　　　ｎ　上記のほか福祉事務所長が必要と認めたもの

別紙様式１

整
理
番
号 問　　題　　点

個別指導
実施状況（評価）

※県本庁で記載

選定箇
所

※県本庁
で記載

備考

候補に選定した理由

選定基準
※１

指　導　対　象　候　補　指　定　医　療　機　関

入    院 入  院  外

医療機関名 医療機関コード

令和〇年〇月～令和〇年〇月支払基金審査分



別紙様式２

問題ケース一覧（指定医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　　　　　　　　　　　　　福祉事務所

番号
患者名
（年齢）

傷病名 患者処遇上の問題点

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


